
令和５年度京都市地域防災計画修正に係る新旧対照表（事故対策編） 

- 1 - 
新旧対照表（事故対策編） 

頁 現 行 修 正 案 修正理由 

2-4 第２節 鉄道事故応急体制の整備 

■ 計画の目的 

京都市域において鉄道事業者の運行する列車の衝突等の大規模な鉄道

事故により、多数の死傷者等が発生し、又は発生するおそれがある場合、

京都市は、鉄道事業者、国、府、その他防災関係機関と連携し、迅速かつ

的確な救助・救急活動、医療活動、消火活動等の応急対策を実施する必要

がある。 

本計画は、京都市域における鉄道事故に対処するため、防災関係機関の

とるべき予防対策について定める。 

 

１ 鉄道事故に関係する防災関係機関が実施する事務又は業務の大綱 

 防災関係機関が実施する事務又は業務の大綱は、「第１章 第２節 防災

関係機関が実施する取組の大綱」に定めるところによるほか、次のとおりと

する｡ 

京都市 

ア～カ （略） 

キ 京都府又は他の都市等に対する応援要請 

（追記） 

 

２ 鉄道事業者の責務 

 鉄道事業者の主要な責務は、次のとおりとする｡ 

鉄道事業者 
ア～エ （略） 

（追記） 
 

第２節 鉄道事故応急体制の整備 

■ 計画の目的 

京都市域において鉄道事業者の運行する列車の衝突等の大規模な鉄道

事故（輸送障害を含む。以下同じ。）により、多数の死傷者や帰宅困難者等

が発生し、又は発生するおそれがある場合、京都市は、鉄道事業者、国、

府、その他防災関係機関と連携し、迅速かつ的確な救助・救急活動、医療

活動、消火活動、緊急避難先の確保等の応急対策を実施する必要がある。 

本計画は、京都市域における鉄道事故に対処するため、防災関係機関の

とるべき予防対策について定める。 

 

１ 鉄道事故に関係する防災関係機関が実施する事務又は業務の大綱 

 防災関係機関が実施する事務又は業務の大綱は、「第１章 第２節 防災

関係機関が実施する取組の大綱」に定めるところによるほか、次のとおりと

する｡ 

京都市 

ア～カ （略） 

キ 緊急避難先の確保等の帰宅困難者への支援 

ク 京都府又は他の都市等に対する応援要請 

 

２ 鉄道事業者の責務 

 鉄道事業者の主要な責務は、次のとおりとする｡ 

鉄道事業者 
ア～エ （略） 

オ 緊急避難先の確保等の帰宅困難者への支援 
 

鉄道事業

者との連

携強化に

伴う修正 

資料４ 
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頁 現 行 修 正 案 修正理由 

2-5 ３ 情報連絡体制の整備 

⑴～⑶ （略） 

（追記） 

 

 

 

４ 防災活動体制の整備 

 ⑴～⑷ （略） 

（追記） 

 

 

３ 情報連絡体制の整備 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 情報連絡員（リエゾン）の配置 

    鉄道事業者は、京都市に必要に応じて情報連絡員（リエゾン）を派遣で

きるよう体制を構築する。 

 

４ 防災活動体制の整備 

⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 帰宅困難者支援体制の整備 

    京都市と鉄道事業者は、連携して、帰宅困難者に対する緊急避難先、災

害対応などの情報提供、避難誘導計画の普及啓発、各種支援や代替輸送手

段の確保を推進する。 

   ⇒ 震災対策編 第２章 災害予防計画 第３部 第２９節 観光客

等帰宅困難者支援体制の整備 

鉄道事業

者との連

携強化に

伴う修正 

2-6 ５ 鉄道事業者の措置 

鉄道事業者は、鉄道事故の発生を防止するため、次の措置を講じる。 

⑴～⑻ （略） 

（追記） 

⇒ 震災対策編 第２章 災害予防計画 第３部 第２６節 交通施

設応急体制の整備 

⇒ 一般災害対策編 第２章 災害予防計画 第４節 ライフライン

施設等の災害予防 

５ 鉄道事業者の措置 

鉄道事業者は、鉄道事故の発生を防止するため、次の措置を講じる。 

⑴～⑻ （略） 

⑼ 防災関係機関との連携体制の強化 

⇒ 震災対策編 第２章 災害予防計画 第３部 第２６節 交通施

設応急体制の整備 

⇒ 一般災害対策編 第２章 災害予防計画 第４節 ライフライン

施設等の災害予防 

鉄道事業

者との連

携強化に

伴う修正 

資料４ 
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頁 現 行 修 正 案 修正理由 

3-8 第２節 鉄道事故応急対策 

■ 計画の目的 

京都市は、京都市域内において大規模な鉄道事故が発生し、被害が発生

又は発生するおそれがある場合には、必要な被害予防・応急対策を実施す

る。 

この計画は、鉄道事故対策本部を設置した場合において、京都市が実施

する鉄道事故応急対策、防災関係機関との連携を示す。 
 

第２節 鉄道事故応急対策 

■ 計画の目的 

京都市は、京都市域内において大規模な鉄道事故（輸送障害を含む。以

下同じ。）が発生し、被害が発生又は発生するおそれがある場合には、必要

な被害予防・応急対策を実施する。 

この計画は、鉄道事故対策本部を設置した場合において、京都市が実施

する鉄道事故応急対策、防災関係機関との連携を示す。 
 

鉄道事業

者との連

携強化に

伴う修正 

3-9 応急対策項目 担  当 分 担 内 容 

2.4 （略） （略） （略） 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） （追記） 

2.5 避難対策を実

施する 

（略） （略） 

応急対策項目 担  当 分 担 内 容 

2.4 （略） （略） （略） 

2.5 帰宅困難者

対策を実施す

る 

鉄道事業者 2.5.1 帰宅困難者対策の

実施を要請する 

鉄道事業者 2.5.2 情報共有を行い、必

要に応じて情報連絡員を派

遣する 

鉄道事業者、事業

所 

2.5.3 緊急避難広場及び

一時滞在施設を開設する 

事故対策本部 2.5.4 鉄道事業者の要請

がなくとも、帰宅困難者対

策を実施する 

事故対策本部、鉄

道事業者 

2.5.5 相互に協力して帰

宅困難者対策を実施する 

2.6 避難対策を

実施する 

（略） （略） 

鉄道事業

者との連

携強化に

伴う修正 

資料４ 
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新旧対照表（事故対策編） 

頁 現 行 修 正 案 修正理由 

2.6 交通・輸送対策

を実施する 

（略） （略） 

 

2.1.2 職員を配備する（事故対策本部長、各局等の長） 

事故対策本部長又は各局等の長は、事故の規模、種類、被害発生の予

想される時間帯を検討し、京都市災害対策本部要綱別表第６に定める配

備（活動）体制を発令する。 

（追記） 

 

 ※ 資料２１－３－８ 京都市災害対策本部要綱 

2.7 交通・輸送対

策を実施する 

（略） （略） 

 

2.1.2   職員を配備する（事故対策本部長、各局等の長） 

事故対策本部長又は各局等の長は、事故の規模、種類、被害発生の予

想される時間帯を検討し、京都市災害対策本部要綱別表第６に定める

配備（活動）体制を発令する。 

また、事故対策本部長は、必要に応じて、同要綱別表第４に定める目

的別班の帰宅困難者対策班を設置する。 

 ※ 資料１－３－８ 京都市災害対策本部要綱 

3-10 ⑵ 鉄道事業者の活動体制 

鉄道事業者は、鉄道事故が発生した場合は、速やかに被害の拡大防止の

ため、京都市、京都府等防災関係機関と連携して応急対策を実施する。 

 

2.1.1  鉄道事業者の体制を整える（鉄道事業者） 

鉄道事業者は、鉄道事故が発生した場合には、速やかに被害の拡大

防止を図るため、関係列車の非常停止の手配、乗客の避難等の必要な

措置を採るとともに、社員の非常参集、対策本部の設置等、必要な体

制をとる。 

⑵ 鉄道事業者の活動体制 

鉄道事業者は、鉄道事故が発生した場合又はそのおそれがある場合は、

速やかに被害の拡大防止のため、京都市、京都府等防災関係機関と連携し

て応急対策を実施する。 

2.1.1  鉄道事業者の体制を整える（鉄道事業者） 

鉄道事業者は、鉄道事故が発生した場合又はそのおそれがある場合

には、速やかに被害の拡大防止を図るため、関係列車の非常停止の手

配、乗客の避難等の必要な措置を採るとともに、社員の非常参集、対

策本部の設置等、必要な体制をとる。 

鉄道事業

者との連

携強化に

伴う修正 

資料４ 
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頁 現 行 修 正 案 修正理由 

3-13 （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 帰宅困難者対策を実施する 

鉄道事故において帰宅困難者が発生又はそのおそれがある場合につい

ては、震災対策編・一般災害対策編の「第３章 第２９節 観光客等帰宅

困難者対策」によるほか、次のとおりとする。 

2.5.1 帰宅困難者対策の実施を要請する（鉄道事業者） 

鉄道事業者は、帰宅困難者が発生又はそのおそれがあると認めた場

合、事故対策本部に対し、帰宅困難者対策の実施を要請することがで

きる。 

2.5.2 情報共有を行い、必要に応じて情報連絡員を派遣する（鉄道事業者） 

 鉄道事業者は、鉄道事故の発生時から事故対策本部と情報共有を行

うとともに、必要に応じて、事故対策本部に対し情報連絡員（リエゾ

ン）を派遣する。 

2.5.3 緊急避難広場及び一時滞在施設を開設する（鉄道事業者、事業所） 

 鉄道事業者は、必要があると認めるときは、鉄道事業者及び鉄道事

業者の関連事業者が管理する緊急避難広場及び一時滞在施設を開設

する。この場合、その旨を遅滞なく事故対策本部に報告する。 

2.5.4 鉄道事業者の要請がなくとも、帰宅困難者対策を実施する（事故対

策本部） 

事故対策本部は、必要があると認めるときは、鉄道事業者の要請が

なくとも、帰宅困難者対策を実施する。この場合、その旨を速やかに

鉄道事業者に連絡する。 

2.5.5 相互に協力して帰宅困難者対策を実施する（事故対策本部、鉄道事

業者） 

事故対策本部及び鉄道事業者は、帰宅困難者の安全確保を最優先に

考え、それぞれが有する施設、物資及び体制等を活用し、また危機事

鉄道事業

者との連

携強化に

伴う修正 

資料４ 
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頁 現 行 修 正 案 修正理由 

 

 

2.5 避難対策を実施する 

  （略） 

2.6 交通・輸送対策を実施する 

  （略） 

案に関する各種対策を柔軟に適用して、相互に協力して帰宅困難者対

策を実施する。 

2.6 避難対策を実施する 

  （略） 

2.7 交通・輸送対策を実施する 

  （略） 

 

資料４ 


